
柏崎市空家等対策
地域連携セミナー

令和8(2026)年 3月 7日

SEMINAR

柏崎市空家等管理活用支援法人



本日のセミナー概要

SUMMARY

「空家等管理活用支援法人」の導入で見えてきた柏崎の

空き家問題の危機的現状と、その本質的な課題を皆様に

共有させていただきます。地域と官民が連携し、これか

らの柏崎の空き家問題に対してどのように向き合い解決

への具体的な道筋を見出すのかを議論する、変革の第一

歩に向けたセミナーとなっております。



柏崎市都市整備部建築住宅課課長 大橋

柏崎市における空き家の
危機的な現状を知る

はじめに



柏崎市における空き家数の実態

H28 R5の7年間の空き家数の変化
空き家の数は約2倍に！

1,233⇒2,505件

※詳細は別紙資料を参照ください



令和7（2025）年5月3日午後7時

管理不全な空き家の事例【東本町地内】



令和7（2025）年8月1日

管理不全な空き家の事例【諏訪町地内】



令和7（2025）年8月28日

管理不全な空き家の事例【中央町地内】



管理不全な空き家の事例



皆さんの住まいが周囲に迷惑をかける空き家にならないように

みんなが
迷惑

皆さんの
お住まい

空き家に
なったら



今日のセミナーの目的

所有者
・親族

行 政

空家等
管理活用
支援法人

地域
コミセン・町内会



横田大樹弁護士事務所 横田先生
柏崎市都市整備部建築住宅課 本間

困っている空き家への対応
（空家特措法・空き家条例及び民法）

第１部



「困っている空き家」

みんなが
迷惑

皆さんの
お住まい

空き家に
なったら



「誰」の責任？

建物の所有者

建 物

土地の所有者

土 地



「誰」の責任？

（出典 公益財団法人日本住宅総合センターHP）



「誰」の責任？

空家特措法第５条 ※所有者管理原則

民法第717条 ※土地工作物責任

土地の工作物の管理者に過失責任を、

土地の工作物の所有者に無過失責任を負わせる

⇒空き家の老朽化による倒壊や屋根・外壁の落下などによって第三者に損害

を発生させた場合に、所有者や管理者はこれを賠償すべき責任を負う。

空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体

が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

民法第709条 ※損害賠償

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ

によって生じた損害を賠償する責任を負う。



「困っている空き家」に関わる法律と対応

市民等による対応
（民法）

①管理不全な空き家の
せいで実際に損害が
発生したら、所有者
に対して賠償金の支
払いを求める。

②損害の発生が明らか
に見込まれるときは、
所有者に対して事前
の防止措置を求める。

行政による対応
（空家法）

管理不全な空き家に
対し、行政指導を行う。
①注意喚起
②助言・指導
③勧告
④命令前通知
⑤命令
⇒命令に従わないと、氏名等を公表
+過料（50万円以下）

※解決を約束するものではない。また、隣
同士の問題（相隣関係）には関わること
ができない。



柏崎市管理不全空家等及び特定空家等
認定基準・対応要領

市ホームページでも公表し ています

空家法・市空家条例による行政指導の対象



基準（調査票の見方）

柏崎市の調査票
（様式）

周 囲 へ の 危 険 性
（ H ≧ L )

Ｈ：建築物の高さ

Ｌ：道路・隣地境界までの距離

※「B 特定空家等認定候補」に該当

項目があっても、H≧Lを充足しない

場合は「管理不全空家等」とする。

国が示す
ガイドライン
別紙1～4
項目・内容
に準拠

レーザー計測機で測定

（敷地に入らない・入れない）

※法第９条「立入調査」「報告徴収」

は必要に応じて実施



よくある通報・苦情ケース１



よくある通報・苦情ケース１の対応

市民等による対応
（民法）

行政による対応
（空家法）

①所有者の調査
②所有者に対して越境枝の切
除請求（民法233条1項）

③一定の場合には、自ら切除
可能（民法233条3項）

①所有者（指導対象者）
の調査

②現地調査
③注意喚起文書送付



よくある通報・苦情ケース２



よくある通報・苦情ケース２の対応

市民等による対応
（民法）

行政による対応
（空家法）

①所有者の調査
②所有者に対して、倒壊や落
雪の防止措置を請求（最高
裁判決）
※文書で依頼
※訴訟提起
※仮処分申立て

③一定の場合には、裁判手続
を経て自ら措置可能

①所有者（指導対象者）
の調査

②現地調査
③注意喚起文書送付
④行政指導（助言・指導）
⑤勧告



よくある通報・苦情ケース３



よくある通報・苦情ケース３の対応

市民等による対応
（民法）

行政による対応
（空家法）

①所有者の調査
②所有者に対して、動産撤去
を請求（最高裁判決）
※文書で依頼
※訴訟提起
※仮処分申立て

③一定の場合には、裁判手続
を経て自ら撤去可能

①所有者（指導対象者）
の調査

②現地調査
③注意喚起文書送付
④行政指導（助言・指導）
⑤勧告



よくある通報・苦情ケース４



よくある通報・苦情ケース４の対応

市民等による対応
（民法）

行政による対応
（空家法）

①所有者の調査
②所有者に対して、倒壊防止
措置や動産撤去を請求（最
高裁判決）
※文書で依頼
※訴訟提起
※仮処分申立て

③一定の場合には、裁判手続
を経て自ら措置や撤去可能

①所有者（指導対象者）
の調査

②現地調査
③注意喚起文書送付
④行政指導（助言・指導）
⑤勧告



よくある通報・苦情ケース5



よくある通報・苦情ケース5の対応

市民等による対応
（民法）

行政による対応
（空家法）

①所有者の調査
②所有者に対して倒壊防止措
置や解体を請求（最高裁判
決）
※文書で依頼
※訴訟提起
※仮処分申立て

③一定の場合には、裁判手続
を経て自ら措置や解体可能

①所有者（指導対象者）の調査
②現地調査
③注意喚起文書送付
④行政指導（助言・指導）
⑤勧告
⑥命令前通知
⑦命令
⇒氏名等の公表+過料（50万円以下）
⑧行政による措置
⇒要した費用を請求



「行政（市役所・国など）」がなんとかする”？

“解体費用＝300～400万円”
※木造40坪当たりの例：立地状況・構造などにより変わります

・2,500棟×400万円≒100億円

・市財政（一般会計）≒500億円

【行政による緊急措置対応対象】
“近隣住民・歩行者の身体・生命の保護“



「困っている空き家」への対応

市民等による対応
（民法）

行政による対応
（空家法）

所 有 者

1 相手（所有者）を調査する。

2 相手（所有者）に対応を求める。

市民等（民法）・行政（空家法）の双方向から

所有者に対応を求めていくことが重要です。



「対応を求める」上で大事なこと【記録・証拠】

場所
○ 柏崎市○○番○○号
× ～の右にある建物

②日時
○ ▽年△月▼日午後□時
× ～年頃、去年の秋～

③起きたこと
○ 屋根瓦が剥落
× 前に～のようなことがあって～

④写真

⇒記録・証拠がないと弱い
※所有者への対応要求（専門家への相談）・行政への通報

①場所

②日時

③起きたこと

④写真



「相手」を調べる上で難しいこと

孫

兄弟姉妹
遠い親戚

被相続人

市民等による
対応

（民法）

行政による
対応

（空家法）

膨大な作業になるケース。時間・労力がかかる。



「相続放棄」の状態

◎放棄されているということをどうやって確認すればよいか？

⇒（方法）

①相続放棄申述受理書の写しをもらう。

②家庭裁判所へ利害関係人として確認する。

◎誰の管理になるのか？

⇒（方法）

利害関係人として、裁判所へ管理者を選ぶよう申立が必要（予納金も必要）

相続放棄状態の空き家は、所有者を確認・確定することが難しい。

また、解決が難しい（周囲の人が大変）。



「困っている空き家」

みんなが
迷惑

皆さんの
お住まい

空き家に
なったら

周囲へ悪影響を及ぼす状態になってからでは、解決が難しい。



市空き家条例における「市民等」の定義と責務

市空き家条例第2条 ※定義

市内に在住、在勤又は在学する個人、市内の自治組織及び市民活動団

体並びに市内に事務所を有する法人その他の団体をいう。

市空き家条例第4条 ※責務

第４条 市民等は、空家等の活用及び発生の予防並びに空家等の状況及び

その所有者等に関する情報の把握に関し、積極的な役割を果たし、市と

相互に連携を図るよう努めなければならない。

２ 市民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、市が実施

する施策に協力するものとする。



近隣空き家へ困っているときの対応相談先

市民等による対応
（民法）

行政による対応
（空家法）

①新潟県弁護士会リーガルサービス【有料】
TEL:025-222-5533

②新潟県司法書士会総合相談センター【無料】

TEL:025-240-7867

③市の無料法律相談（市総務課） ※要予約
TEL：0257-21-2330

◎市への通報（市役所建築住宅課）
TEL：0257-21-2321
・場所（地図）
・写真
・問題の内容
※「LINE」を使った通報が便利です！！



「空き家」は今後どうなるか～解決が難しくなる前に～

H28 R5の7年間の空き家数の変化
空き家の数は約2倍に！

1,233⇒2,505件



「空き家」は今後どうなるか～解決が難しくなる前に～

「みんなが迷惑」な空き家

にならないようにするには？

単身高齢世帯数 ＝ 4,800

高齢者のみ世帯数 ＝ 4,600

H28 R5の7年間の空き家数の変化
空き家の数は約2倍に！

1,233⇒2,505件

＋



「みんなが迷惑」な空き家を放置すると（罰則など）

1 損害が生じたら

・「損害賠償請求（民事）」

2 行政指導（命令）に従わないと

・「50万円以下の過料（空家法）」

・「氏名等の公表（市空家条例）」

※標識、公告など

3 市が設置した標識を壊すと

・「5万円以下の過料（市空家条例）」

4 行政の立入調査を拒むなどすると

・「30万円以下の過料（空家法）」

令和8（2026）年3月5日
罰則強化に係る条例改正後初

の氏名等公表事例



空き家対策を考える上で大事なこと

みんなが
迷惑

皆さんの
お住まい

空き家に
なったら

「みんなに迷惑をかける空き家」になる前に！！
・地域からの所有者や親族への働きかけ
・一人ひとりの備え



「管理不全な空き家」を増やさないための体制を考える

所有者
・親族

行 政
相談先
事業者

地域
コミセン・町内会



「管理不全な空き家」を増やさないための体制を考える

令和5（2023）年の空家法で規定された、市町村の補完的な役割を担う

「空家等の管理や活用を図る活動を行う民間法人」

空家等管理活用
支援法人

・相談対応
※１ 法律、相続、不動産売買、リフォーム、解体など

約70者の協力事業者と連携しながら、対応にあたる。
※2 「まちづくり」の観点から、『空き家（持っている

人）』と『何かしたい人（利活用したい人）』を繋ぐ
役割も担う。

・空き家バンクの運営
・空き家セミナーなど各種事業の企画・運営

柏崎市指定法人＝特定非営利活動法人aisa

どんなことをしているの？



柏崎市コミュニティ推進協議会 田辺さん
東学校町町内会会長 宇佐美さん

柏崎しおかぜ法律事務所 近藤先生
柏崎市都市整備部建築住宅課課長 大橋

特定非営利活動法人aisa 水戸部

地域と連携する空き家対策
トークセッション

第２部





支援法人として感じる課題

PRESENT

● 支援法人に協力事業者として登録している件数は70件

┗売買・賃貸仲介、改修、家財処分、解体、相続、登記など

● 相談対応件数は163件。うち8割程度が解体が望ましい物件

● 解体費が捻出できないケースが多く、放置や相続放棄につな

がる場合がある

● 空き家問題への動き出しはどうしても後手後手になる傾向



・空き家問題について地域で感じていること
・はやめに取り組む住まいの終活
・地域から解決する空き家対策と選択肢
・質疑応答（ポストイットに記載してください）

トークテーマと流れ

第２部



柏崎市コミュニティ推進協議会 田辺さん

GUEST

中山間地域で感じる空き家問題

● 独居高齢者が増えて、さらに年を追うごとに空き家が増えてい

く状況にある

● 子どもがいなかったり、いても県外に住んでいる等で、相続が

スムーズにいかないケースが多く、管理ができない

● 山間部は売れない物件が多い

┗交通の不便さ
┗仕事の選択肢が限られる
┗文化娯楽の不足



東学校町町内会会長 宇佐美さん

GUEST

中心市街地で感じる空き家問題

● 管理不全や特定空家、投機目的で買われた管理者不在の空家等

が多く、外壁等の崩落などの危険がある物件が複数ある

┗地域の美観や歩行者の危険性にどう対応するかが課題

● 人口減少により空き家は増え続けるが、地域を支えるコミュニ

ティの維持等がもうできなくなってきている

● 空き家問題だけでなく、柏崎市全体としてのまちづくりの計画

や大きな方向性も考えていく必要がある



柏崎しおかぜ法律事務所 近藤先生

GUEST

手遅れになる前に家族や周りの人に相談しましょう

　

　空き家（または空き家予備軍）を放っておくと・・・

● 所有者が誰かわからなくなる可能性

　　　　ex）数次相続、相続人多数、共有、所在不明、外国へ転居

● 処分ができなくなる可能性

　　　　ex）家の売却や利活用の見通しが立たず、解体費用の工面の遅れ



柏崎市都市整備部建築住宅課課長 大橋

GUEST

『空き家を生まないあなたの責任〜持つ・保つ・処分する〜』

　

● 柏崎空家等対策計画の改定とその概要について

● 市民一人ひとりと地域の行動が重要



柏崎市コミュニティ推進協議会 田辺さん

GUEST

地域でできる空き家対策（中山間地域）

● 所有者が元気なうちに啓発活動をするのが大切

┗町内会長がきれいにして出ていくように促す

● 個人での対応だけでなく、空き家をつくらせないという地域全

体での問題と考えられるよう、地域の醸成・通土づくりが必要

● 相続の制度について、都会と田舎では状況が違うのに同じ制度

では無理がある

● 空き家を解体すると土地と固定資産税が上がることがある



東学校町町内会会長 宇佐美さん

GUEST

地域でできる空き家対策（中心市街地）

● 空き家がどんどん点在して増えていくなかで、中心部にどのよ

うに人を集めるのかを考えていかなければいけない

● 中山間地域とのバランスをみながらも、まち全体をコンパクト

にしていく必要があるのではないか

● 中心部でも、コミュニティや自治機能の維持が難しくなってき

ているため、改めて町内会等の取り組みを活性化させていかな

ければならない



柏崎しおかぜ法律事務所 近藤先生

GUEST

専門家への相談も必要になることも

　

　ご家族とも良く相談を。

● 相続登記の義務化対応

● 遺言書作成による遺産分割の内容や方法の指定

● 売却や贈与、利活用（賃貸借など）、民事信託による家の管理や

承継の見通し




